
　現在の日本では、少子高齢化が大きな問題となってい
ます。結婚数の減少もありますが、いざ結婚して子ども
が欲しいとなってもなかなか授からない、というケース
もあります。
　不妊治療は、産婦人科が主体で行われることがほとん
どですが、実際には不妊の 50％は男性側に原因があり
ます。排卵期にうまく性交できたとしてもなかなか妊娠
しないとすると、精液または精子に問題があるかもしれ
ません。射精後の精液は粘張度が高く、まだ精子は泳げ
ません。２時間もすると精液はさらさらになり、精子は
膣から子宮を経て卵管までの長い旅を始めることにな
ります。このとき精子の数が少なかったり、元気がな
かったりすると、卵子までたどり着ける精子がいない
ことになり、受精が起こりません。精子数は、人類全
体でなぜか減少傾向をたどっています。現在、正常男
性では１ml に 2000 万個以上の精子数となっています
ので、これより少ないと確率的に受精は困難となりま

す。精子数の減少は、原因が不明の場合も多いのですが、
精
せいさくじょうみゃくりゅう

索 静 脈 瘤が原因となる場合があり、これは手術で改
善させることができます。
　またオーバーワークなど、極端に過酷な状態に陥って
も減少することがあります。妊活は、体調を整えて行い
ましょう。それから、喫煙も精子数に影響を与えます。
　次に精液の問題ですが、精液が汚れていると精子は元
気がなくなり、卵子にたどり着く前に力尽きてしまいま
す。精液の液体は、前立腺

せん
、精嚢

のう
、カウパー腺で作られ

ます。感染性の慢性前立腺炎があると精液は汚れてしま
い、精子はダメージを受けてしまいます。さらに感染が
長期化すると精子に対する抗体ができてしまい、精子の
ダメージはさらにひどくなってしまいます。こうなると、
顕微授精が必要となってしまいます。
　こうした男性側の不妊については、泌尿器科で扱って
いますので、不安のある方は受診を考えてみてください。

★１１９番は緊急時（火災やけが人など）の受付専門電話番
号です。医療機関の情報は、児玉郡市広域消防本部指令課☎
24- １１１９でご案内します。診療科目によっては県外や本
庄市・児玉郡以外の病院をご案内する場合もあります。

▶本庄市児玉郡医師会立本庄市休日急患診療所
　☎ 23- ３３２２

　本庄市保健センター内で、内科系の比較的症状が軽く、入院の
必要がない方の診療を行います。
※診療以外に関する問い合わせ・電話相談はご遠慮ください。

▼診療日　　日曜・休日・年末年始（12/30 ～１/ ３）・平日木曜
　　　　　　日夜間

▼診療時間　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～ 10 時
　　　　　　（平日木曜日夜間は午後８時～ 10 時）
※健康保険証を持参してください。
※夜間の診療は午後９時 45 分までに受付をしてください。

▶在宅当番医療機関　▶診療時間   午前９時～正午

４月２日㈰ 飯塚耳鼻咽喉科医院 上里町神保原町 ☎ 34- ２３１３

４月９日㈰ 五十嵐整形外科医院 若泉１丁目 ☎ 24- ２３１３

４月16日㈰ 池田レディースクリニック 小島南３丁目 ☎ 22- ２０４８

４月23日㈰ 彩北病院 小島５丁目 ☎ 21- ０１１１

５月７日㈰ 彩の丘クリニック 上里町神保原町 ☎ 71- ７１６６

▶困ったときは電話相談（24 時間・年中無休受付）
ほんじょう健康相談ダイヤル 24（相談料・通話料無料）
☎ 0120-122-885
健康・医療・出産・育児・介護などの相談、医療機関情報の提供
を行います。（市内在住者が対象）

埼玉県救急電話相談（通話料利用者負担）
☎＃ 7119
救急医療相談に看護師が対応します。健康相談・育児相談には対
応しません。（大人・小児共通）
※ IP 電話、ひかり電話、ダイヤル回線からは☎ 048-824-4199
下記の電話番号からも救急電話相談が利用できます。
○小児救急電話相談　#8000 または☎ 048-833-7911

新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
☎ 0570-783-770　

048-830-4808（埼玉県感染症対策課内）
※発熱などの症状がある場合は、「埼玉県指定 診療・検査医療機
関」に事前予約のうえ、受診してください。診療・検査医療機関
が不明な場合は、埼玉県受診・相談センターへ。
☎ 048-762-8026　※午前９時～午後５時 30 分

 048-816-5801

休日・夜間の急病のときは…

〕

※在宅当番医は変更になる場合がありますので、電話でご確認の
うえ、お出かけください。

男性不妊について 本庄市児玉郡医師会広報部医療メモ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

健康ガイドみん
なの

健やかで安心して暮らせるまちへ　みんなの健康ガイド

★新型コロナワクチン相談窓口☎71-８７８０・★新型コロナワクチン相談窓口☎71-８７８０・ 24-２００５24-２００５

新型 
コロナ ワクチン接種のお知らせ

　ワクチン接種について、国の特例臨時接種の実施期間（無料で接種が受けられる期間）が令和６年３月31日ま
で延長されました。令和５年度のワクチン接種は下表のとおりです。

対象者に無料で抗体検査・予防接種を
　風しん予防のため、特に感染リスクが高いとされる
次の方を対象に、抗体検査と予防接種を行っています。
期間　令和７年３月 31 日まで
対象　 昭和37 年４月２日～昭和54 年４月１日生まれの男性
費用　無料
＜検査・接種までの流れ＞
①：健康推進課に連絡…クーポン券を送付

②：医療機関等で抗体検査を受検
③：②の結果、抗体価が低い方は予防接種を受ける
※詳しくは、クーポン券に同封の案内をご覧ください

（令和３年度までに交付したクーポン券は期限切れの
ため使用できません。再度申し込んでください）。
◆本庄市国民健康保険に加入している方へ
　市の特定健診受診時に抗体検査が受けられます。ク
ーポン券をお持ちください。

　妊娠初期の女性が風しんに感染すると、赤ちゃんに
難聴・心疾患・白内障等の先天性風しん症候群が起こ
る恐れがあります。風しん予防には、予防接種が最も
効果的です。生まれてくる小さな命のために、風しん
抗体検査・予防接種を受けましょう。

令和４年度 令和５年度

12歳以上

５歳～11歳

生後６か月
～４歳

　表中 の「令和４年秋開始接種」は５月７日㈰で終了します。基礎疾患等のない 12 歳～ 64 歳の方の次の接
種は９月以降になります。オミクロン株対応２価ワクチンの接種を希望する方は、期間中の接種をご検討ください。 
　令和５年春開始接種について、詳しくは広報ほんじょうおしらせ版４月 15 日号でお知らせします。

■令和５年度の新型コロナワクチン接種のイメージ

風しん風しんの抗体検査抗体検査
はお済みお済みですか

小さな命のためにできること

★健康推進課（保健センター内）☎24-２００３

現行の特例臨時接種＝

３月８日開始

３月８日開始
令和４年

秋開始接種

追加接種

初回接種
（１・2回目接種）

追加接種
（３回目接種）

初回接種 
（１～３回目接種）

令和５年春開始接種 令和５年秋開始接種
初回接種（１・２回目接種）を終了
した以下の方が対象
・高齢者（65 歳以上）
・基礎疾患を有する方（12 歳～ 64 歳）
・医療従事者等

初回接種（１・２
回目接種）を終了
した５歳以上の
すべての方

基礎疾患を有する方（５歳～ 11 歳）
はさらに１回追加接種が可能

５月８日～８月５月８日～８月 ９月以降

特例臨時接種の延長＝

オミクロン株対応２価ワクチン

５月７日まで

従来型ワクチン

自己負担なし 自己負担なし

従来型ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

使用する 
ワクチンは 

引き続き検討

オミクロン株対応２価ワクチン

上記以外の方
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